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総合評価基準書 

1. はじめに 

本基準書は、「就学援助システム再構築・運用業務」の調達に係る受託者選定のた

めの審査・評価方法を定めたものである。 

2. 評価実施要領 

以下のとおり評価を行う。 

① 評価委員会を設置し、同委員会において提案者から提出された提案書類につい

て、別添 1「総合評価項目一覧」により審査・評価を行う。 

② 審査の結果については、遅滞なく参加者に通知する。 

3. 総合評価の方法 

入札価格及び提案内容を基に、下表の配分のとおり価格評価点及び技術評価点を算

出し、その合計点数を総合評価点とする「加算方式」とする。 

価格評価点（入札価格に対する得点）と技術評価点の得点配分は、下記のとおり 

1：3 とし、総合評価点が最も高い者を落札者とする。 

ただし、技術評価点について、採点結果が 220 点に満たない場合は「失格」とす

る。 

なお、総合評価点の最も高い者が 2 者以上ある場合は、当該者のくじ引きによっ

て落札者を定める。 

総合評価点 価格評価点の配分 技術評価点の配分 

800 点満点 200 点満点 600 点満点

4. 価格評価点の評価方法 

提出された入札書について、以下のとおり評価を行う。 

① 入札価格（税抜）に当該金額の 10％に相当する額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を加算した額は、本市

が定める予定価格（税込）以下であること。 

なお、入札価格（税抜）に当該金額の 10％に相当する額を加算した金額が予定

価格を超える場合は「失格」とする。 
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② 価格評価点は下記のとおり算出する。 

価格評価点 ＝ 価格評価点の得点配分（200 点） 

×（1－（入札価格＋入札価格の 10％に相当する額）／評価基準額） 

※ 評価点の計算結果について、小数点以下は切り捨てとする。 

5. 技術評価点の評価方法 

技術評価点は、以下の評価方法に従って審査・評価を行う。 

① 提出書類について、提案書作成要領の記載事項を満たしていることが確認で

きない場合は、当該提案書を「失格」とする場合があり、「失格」の場合はその

後の評価を行わない。 

② 提案書の記載内容について、別添 1「総合評価項目一覧」の「評価区分」にお

いて「必須」とした項目について、一つでも評価基準を満たしていない場合は、

当該提案書を「失格」とし、その後の評価は行わない。必須項目を全て満たし

たものについては「合格」とする。必須項目の確認に当たっては、本市からの

質問に対する回答等で根拠、実現方法等が不明確である場合も「失格」とする

場合がある。 

③ 上記で「合格」とした提案書については、別添 1「総合評価項目一覧」の「評

価区分」において「加点」とした項目に対し、以下に示す採点基準に従って採

点する。各加点項目の点数の合計を技術評価点（最大 600 点）とする。 

④ 提案書の内容に対して、疑義がある場合は、本市から提案者に対して質問を

行い、提案者からの回答を以って提案内容の訂正とみなした上で、評価する場

合がある。 

表 1 加点項目の採点基準 

評
価

採点基準 
得点 

重要 一般 

Ａ 具体性及び実効性があると認められ、特に優れているもの。 40 20 

Ｂ 具体性及び実効性があると認められ、優れているもの。 30 15 

Ｃ 具体性及び実効性があると認められ、標準的に評価できるもの。 20 10 

Ｄ 具体性及び実効性が一定程度認められ、部分的に評価できるも

の、又はやや劣るもの。 

10 5 

Ｅ 具体性及び実効性に欠け、評価できないもの、又は特に劣るも

の。 

0 0 
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(1) 機能要件（必須・説明要）の採点方法 

 機能要件のうち機能一覧の「必須」かつ、説明が「要」の 29 項目について、

以下に示す採点基準に従って採点し又は失格とする。 

表 ２ 機能要件（必須・要）に対する採点基準 

評
価 採点基準 

仮配点 

(機能要件単位) 

Ａ 要件に対して適合性が高く、説明資料等により提案内

容の実現性、妥当性が確認できるもの。 
４ 

Ｂ 要件に対して適合性が一定程度（部分的にやや劣る）

である、又は説明資料等により実現性、妥当性が一定

程度確認できるもの。 

２ 

Ｃ 要件に対して適合性が低い、別の機能等による代替運

用が必要になり、当該内容について本市が許容できる

もの、又は説明資料等により実現性、妥当性が確認で

きないもの。 

０ 

失格 要件に対して適合性がない、又は提案されている別の

機能等による代替運用が本市として許容できないも

の。 

失格 

機能要件（必須・要）に係る採点 ＝ 機能要件（必須・要）に係る得点配分 

（１５０ 点）×（仮配点の採点合計／仮配点の満点（１１６点）） 

※ 採点の計算結果について、小数点以下は切り捨てとする。 

(2) 機能要件（必須・説明不要）の採点方法 

 機能要件のうち機能一覧の「必須」かつ、説明が不要「－」の 25 項目につい

て、対応が全て「〇」の場合は、基礎点として 20 点を与える。ただし、対応が

限定的であり「△」となる項目については、以下に示す採点基準に従って、基礎

点からの減点又は失格とする。  
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表 ３ 機能要件（必須・－）に対する採点基準 

評
価 採点基準 

減点 

（機能要件単位） 

Ｃ 要件に対して適合性が一定程度あり、当該内容につい

て本市が許容できるもの。 
減点なし 

Ｄ 
要件に対して適合性が低い、別の機能等による代替運

用が必要になり、当該内容について本市が許容できな

いもの。 

－１ 

失格
要件に対して適合性がない、又は提案されている別の

機能等による代替運用が本市として許容できないも

の。 

失格 

機能要件（必須・－）に係る採点 ＝ 

機能要件（必須・－）に係る得点配分（２０ 点）－減点（１点）の数 

※ ただし、基礎点の下限は０点とする。

(3) 機能要件（任意）の採点方法 

 機能要件のうち機能要件対応表の「任意」の 15 項目について、以下に示す採

点基準に従って採点する。 

表 ４ 機能要件（任意）に対する採点基準 

評
価 採点基準 

仮配点 

（機能要件単位） 

Ａ 要件に対して適合性が高く、説明資料等により提案内

容の実現性、妥当性が確認できるもの。 
２ 

Ｂ 要件に対して適合性が一定程度（部分的にやや劣る）

である、又は説明資料等により実現性、妥当性が一定

程度確認できるもの。 

１ 

Ｃ 機能要件の実現ができないもの、説明資料等より実現

性が確認できないもの 
０ 

機能要件（任意）に係る加点 ＝機能要件（任意）に係る得点配分（４０ 点） 

×（仮配点の採点合計／仮配点の満点（３０点）） 

※ 加点の計算結果について、小数点以下は切り捨てとする。 



別記 

5 

(4) 帳票要件（必須）の採点方法 

 機能要件のうち帳票要件対応表の「必須」の 12 項目について、対応が全て「〇」

の場合は、基礎点として 10 点を与える。ただし、対応が限定的であり「△」と

なる項目については、以下に示す採点基準に従って、基礎点からの減点又は失格

とする。 

表 ５ 帳票要件（必須）に対する採点基準 

評
価 採点基準 

減点 

（機能要件単位） 

Ｃ 

要件に対して適合性が一定程度あり、当該内容につい

て本市が許容できるもの。 
減点なし 

Ｄ 
要件に対して適合性が低い、別の機能等による代替運

用が必要になり、当該内容について本市が許容できな

いもの。 

－１ 

失格
要件に対して適合性がない、又は提案されている別の

機能等による代替運用が本市として許容できないも

の。 

失格 

帳票要件（必須）に係る採点 ＝ 

帳票要件（必須）に係る得点配分（１０ 点）－減点（－１点）の個数 

※ ただし、基礎点の下限は０点とする。 

(5) 帳票要件（任意）の採点方法 

 機能要件のうち帳票要件対応表の「任意」の７項目について、以下に示す採点

基準に従って採点する。 

表 ６ 帳票要件（任意）に対する採点基準 

評
価 採点基準 

仮配点 

（機能要件単位） 

Ａ 要件に対して適合性が高く、説明資料等により提案内

容の実現性、妥当性が確認できるもの。 
２ 

Ｂ 要件に対して適合性が一定程度（部分的にやや劣る）

である、又は説明資料等により実現性、妥当性が一定

程度確認できるもの。 

１ 
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Ｃ 機能要件の実現ができないもの、説明資料等より実現

性が確認できないもの ０ 

帳票要件（任意）に係る加点 ＝帳票要件（任意）に係る得点配分（１０ 点） 

×（仮配点の採点合計／仮配点の満点（１４点）） 

※ 加点の計算結果について、小数点以下は切り捨てとする。 



別添１ 総合評価項目一覧評価

区分 評価基準 評価
１．本業務への理解

A 40

B 30

C 20

D 10

E 0

２．業務の実施内容［全般］

A 40

B 30

C 20

D 10

E 0

３．満たすべき要件

A 20

B 15

C 10

D 5

E 0

（２） 4

・機能要件一覧、帳票一覧に示された要件につ
いて、要件ごとに本業務の受託者が提案するシ
ステムによる対応可否等が全て明示されている
か。

必須

明示されていな
い又は本市が代
替策を許容でき
ない場合は失格

- -

（３） 4

・機能要件一覧に示された「必須」の機能のう
ち説明を要とするものについて、対応方法が具
体的に説明されているか。また、説明が不要の
機能のうち代替運用が必要な場合は、代替案が
具体的に説明されているか。
・上述の説明を要する機能の対応方法につい
て、画面イメージや機能要件の説明資料等によ
り妥当性が示されているか。

必須/ 加点
総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

機能
単位

170

評価項目
仕様書
番号

評価基準
評価方法 配点

(加点のみ)

総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

業務の実施内容 3

・仕様書に示された構築における作業要件を踏
まえて、各工程の作業内容及び作業方法が具体
的に示されているか。
・仕様書に示された運用要件を踏まえて、運用
支援の作業内容及び運用体制が示されている
か。
・本市、本業務の受託者の役割分担及び責任範
囲等が明確に示されているか。
・効率的かつ効果的に作業を遂行する上での工
夫点等が具体的に示されているか。

加点（重要）

（１） 業務要件
1
2

（１）
本調達の背景、目的に係る理
解

全体
・仕様書等を参照し、本調達の背景・目的及び
対象とする業務・システムに関する理解が十分
であることが示されているか。

加点（重要）
総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

（１）

・本市の業務要件に対する理解が十分であるこ
とが示されているか。
・効果が定量的、定性的に示されているか。

加点（一般 ）
総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

1/4



別添１ 総合評価項目一覧評価

区分 評価基準 評価評価項目
仕様書
番号

評価基準
評価方法 配点

(加点のみ)

（４） 4

・機能要件一覧に示された「任意」の機能のう
ち対応する機能について、機能要件ごとに対応
方法等が具体的に説明されているか（標準機能
での提供、カスタマイズの場合はカスタマイズ
範囲、代替提案の場合は運用案等）。
・上述の対応する機能の対応方法について、画
面イメージや機能要件の説明資料等により妥当
性が示されているか。

加点
総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

機能
単位

40

（5） 4

・帳票一覧に示された「必須」の帳票のうち説
明を要とするものについて、対応方法が具体的
に説明されているか。また、説明が不要の帳票
のうち代替運用が必要な場合は、代替案が具体
的に説明されているか。
・上述の対応方法等について、帳票イメージや
説明資料により妥当性が示されているか。

必須/ 加点
総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

帳票
単位

10

（6） 4

・帳票一覧に示された「任意」の帳票のうち対
応するものについて、帳票ごとに対応方法等が
具体的に説明されているか。
・上述の対応方法等について、帳票イメージや
説明資料により妥当性が示されているか。

加点
総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

帳票
単位

10

A 40

B 30

C 20

D 10

E 0

A 40

B 30

C 20

D 10

E 0

総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

機能要件

（7） 4
・仕様書に示された機能要件以外に、本市に
とって有用・有益と想定される機能提供に関す
る追加提案があるか。

加点（重要）

（8） システム構成・非機能要件
5
8

・仕様書に示された要件に基づき、本システム
の稼働環境について、システム全体構成が図示
等により具体的に示されているか。
・仕様書に示された非機能要件に基づき、安全
かつ安定的に運用できる環境が明確に示されて
いるか。

加点（重要）
総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

2/4



別添１ 総合評価項目一覧評価

区分 評価基準 評価評価項目
仕様書
番号

評価基準
評価方法 配点

(加点のみ)

A 20

B 15

C 10

D 5

E 0

４．実施体制・プロジェクト管理

A 20

B 15

C 10

D 5

E 0

A 40

B 30

C 20

D 10

E 0

A 20

B 15

C 10

D 5

E 0

A 20

B 15

C 10

D 5

E 0

・本業務の受託者の実施体制図が記載され、仕
様書に記載された実施体制に係る要件を全て充
足しているか。
・本業務の一部を仕様書の「14  再委託」の要
件を踏まえた上で第三者に再委託する場合、再
委託先の事業者名、再委託する業務の範囲が明
示されているか。

総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

（4） 実施スケジュール 13

・仕様書に基づき、具体化された全体スケ
ジュールが示されているか。
・各工程における作業内容、作業開始予定日・
終了予定日、作業の前後関係、成果物等が詳細
に示され、作業期間が適切に確保されている
か。
・本市による作業期間や調整期間、運用開始後
のサポートを考慮したスケジュールとなってい
るか。

加点（一般）

（１） 作業の実施体制
12(1)
14(1)

総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

（9） テスト・運用初期対応
9
10
11

・仕様書に示されたテスト要件に基づき、効率
的かつ確実なテスト計画、方法が具体的に示さ
れているか。
・仕様書に基づき、研修及びマニュアルの整
備、初期セットアップ等、運用初期対応につい
て具体的に示されているか。
・運用初期において、想定されるリスク及び対
応策が具体的に示されているか。

加点（一般）

（2）

作業管理（プロジェクト管理
方法）

12(2)

・仕様書に示された要件に従い、以下に示すプ
ロジェクト管理に係る管理方法が具体的に示さ
れているか。
 -全体管理
    -進捗管理
 -品質管理
 -変更管理
 -リスク管理
 -コミュニケーション管理
 -人的資源管理

加点（重要）

加点（一般）
総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

（3） 12(2)

・本業務において想定されるリスクが識別され
ており、リスクに対する対応策等が具体的に示
されているか。
・品質管理の実施にあたり、各工程における品
質管理指標、品質目標の設定に係る考え方（定
量的かつ定性的）、品質管理方法等が具体的に
示されているか。

加点（一般）
総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価

3/4



別添１ 総合評価項目一覧評価

区分 評価基準 評価評価項目
仕様書
番号

評価基準
評価方法 配点

(加点のみ)

A 20

B 15

C 10

D 5

E 0

６．応札条件

（１） 事業者の条件 －

・入札参加資格を有していることが示されてい
るか。
・本市と同規模の自治体（指定都市等）で就学
援助システムの導入実績を有することが示され
ているか。

必須

入札参加資格を
有していないと
判断される場合
は失格

- -

７．その他

（１） 参考見積 －

・本調達に係る費用以外の、システム保守、運
用に係る費用及びパッケージ保守費用（令和８
年3月31日までの費用）、その他必要となる費
用について、参考見積及び積算内訳書が示され
ているか。
・参考見積の合計は、￥9,600,000円（税別）
（基準価格）以内とし、参考見積価格が基準価
格を上回る場合は、失格とする。
・見積内容に漏れがある場合や費用の妥当性、
根拠が確認できない場合（本市が想定している
工数よりも極端に少ない等）は0点とする。

必須/ 加点

評価点＝当項目
の得点配分（50
点）×（１－参
考見積価格／基
準価格）

見積
額で
評価

50

合計点 600

（5） 運用・保守体制
6
7

・仕様書に基づき、全体的な運用・保守内容が
示されているか。
・日常における保守対応について、適切な体制
が示されているか。
・構築後、５年間システムを維持するためのサ
ポート内容が具体的に示されているか。

加点（一般）
総合評価基準書
に記載の評価基
準による評価
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